
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

四
六
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

四
六
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件

四
六
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

四
六
二

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

四
六
二

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

四
六
二

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

四
六
五

○
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す
る
件

四
六
五

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

四
六
五

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

四
六
六

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
件

四
六
七

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

四
六
八

○
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件
二
件

四
六
八

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
二
年

八
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
八
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
二
年

八
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
九
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
二

年
八
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部

産
業
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
郡
山
安
積
店

福
島
県
郡
山
市
笹
川
二
丁
目
六
番
一
号
ほ
か

二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。
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（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
相
馬

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
二
年
八
月
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十
八
日

認
可
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿
賀
川

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
二
年
八
月
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十
八
日

認
可
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
田

沢
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土

地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
九
月
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

郡
山
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

公

告

公 告 第 １ ８ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 統 合 Ｉ Ｄ 管 理 シ ス テ ム の

賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等
又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」
と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項
の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ２ 年 ８ 月 25日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 統 合 Ｉ Ｄ 管 理 シ ス テ ム 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 情 報 政 策 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
令 和 ２ 年 ６ 月 17日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 19番 ２ 号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
6 8 , 7 0 6 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当

（ 情 報 政 策 課 ）

公 告 第 １ ８ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 県 中 保 健 福 祉 事 務 所 ほ か

13施 設 の 電 気 供 給 業 務 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の
物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び
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福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３
第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ２ 年 ８ 月 25日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量 福 島 県 県 中 保 健 福 祉 事 務 所 ほ か 13施 設 の 電
気 供 給 業 務 一 式

⑵ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 供 給 期 間 令 和 ２ 年 12月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 11月 30日 ま で
⑷ 供 給 場 所 福 島 県 県 中 保 健 福 祉 事 務 所 （ 福 島 県 須 賀 川 市 旭 町 153番 １ ） ほ か 13施 設

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。

⑵ ３ に 掲 げ る 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指
名 停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い
る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。

⑷ 電 気 事 業 法 （ 昭 和 39年 法 律 第 170号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に よ り 小 売 電 気 事 業 者 と し
て 登 録 を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。

⑸ 福 島 県 が 示 す 予 定 使 用 電 気 量 と 同 程 度 の 電 気 供 給 実 績 が あ り 、 か つ 、 供 給 開 始 日
か ら 確 実 に 安 定 し た 供 給 が で き る 者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ 及

び ⑸ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ２ 年 ９ 月 18日 （ 金 ） 午 後
５ 時 15分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
を 受 け る こ と 。
郵 便 番 号 960 -8670 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 総 室 保 健 福 祉 総 務 課
電 話 024 - 52 1 - 7 220
な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ２ 年 ９ 月 18

日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で 必 着 と す る 。
４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間

３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ２ 年 ８ 月 25日 （ 火 ） か ら 同 年 ９ 月 18日 （ 金 ） ま で （ 土
曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で

５ 入 札 説 明 書 等 の 配 布
次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。

⑴ 配 布 期 間 ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。
⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 50枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に 必 着
で 請 求 す る こ と 。

６ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等
⑴ 日 時 令 和 ２ 年 10月 14日 （ 水 ） 午 後 １ 時 30分
⑵ 場 所 福 島 県 自 治 会 館 ８ 階 802会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ２ 年
10月 13日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 と す る 。

７ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
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れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

８ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
９ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

10 そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 入 札 金 額 は 、 各 入 札 者 に お い て 設 定 す る 契 約 電 力 に 対 す る 単 価 （ kW単
価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ）
及 び 使 用 電 力 量 に 対 す る 単 価 （ kWh単 価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一
月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ） を 根 拠 と し 、 県 が 提 示 す る 契 約 電 力 及 び 予 定 使
用 電 力 量 の 対 価 を 入 札 金 額 と す る こ と 。 な お 、 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に
記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分 の 10に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １
円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落
札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る
か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載
す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等 福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦
情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。

⑹ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。
11 Summary
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e s e r v i c e s t o b e r e q u i r e d : E l e c t r i c i t y S u p p l y
f o r u s e a t t h e Ken - c h u Pub l i c H e a l t h a n d We l f a r e Offic e a n d 13 o t h e r f a c i l i t i e s
1 se t

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 : 3 0 p . m . , 1 4 O c t o b e r 2 0 2 0
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 1 5 p . m . , 1 3 O c t o b e r 2 0 2 0
⑷ C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : G e n e r a l A f f a i r s D i v i s i o n , S o c i a l H e a l t h a n d
We l f a r e Se c t i o n , S o c i a l H e a l t h a n d We l f a r e De p a r tm e n t , Fu ku s h im a P r e f e c t u r a l
G o v e r n m e n t , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o , F u k u s h i m a C i t y , F u k u s h i m a 9 6 0 - 8 6 7 0 J a p a n
TEL 024-521-7220

（ 保 健 福 祉 総 務 課 ）

令和２年８月25日 火曜日 福 島 県 報 第131号 464



公
告
第
百
八
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
事
業
を

地
区
名

土
地
改
良
事
業
の
種
類

施
行
認
可
の
年
月
日

工
事
の
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

梁
川
町
土
地
改
良

堰
ノ
上

令
和
元
年
十
月
十
一
日

令
和
二
年
一
月
二
十

令
和
二
年
七
月
二
十

区

山

か
ら
同
月
二
十
六
日
ま

九
日

一
日

で
の
間
の
暴
風
雨
及
び

豪
雨
に
よ
る
災
害

同

宮
ノ
前

同

令
和
二
年
一
月
二
十

令
和
二
年
七
月
二
十

第
二

九
日

一
日

同

北
向

同

令
和
二
年
一
月
二
十

令
和
二
年
七
月
二
十

九
日

一
日

同

倉
並

同

令
和
二
年
一
月
二
十

令
和
二
年
七
月
二
十

九
日

一
日

同

赤
滝

同

令
和
二
年
一
月
二
十

令
和
二
年
七
月
二
十

九
日

一
日

同

雷
神
前

同

令
和
二
年
一
月
二
十

令
和
二
年
七
月
二
十

九
日

一
日（

農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
八
十
三
号

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂
利
採
取

業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

試
験
日
時

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
場
所

福
島
県
自
治
会
館
三
階
大
会
議
室
（
福
島
県
福
島
市
中
町
八
番
二
号
）

三

受
験
願
書
の
提
出
期
間

令
和
二
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
月
十
二
日
ま
で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
年
十
月
十
二

日
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。
）

四

受
験
手
数
料

受
験
手
数
料
は
、
七
千
六
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄

に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。

五

そ
の
他

受
験
願
書
等
の
用
紙
は
、
福
島
県
土
木
部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
及
び
福
島
県

建
設
事
務
所
（
相
馬
港
湾
建
設
事
務
所
、
小
名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
、
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務

所
及
び
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
配
布
し
、
受
付
は
、
福
島
県
土

木
部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
で
行
う
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
土
木

部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
又
は
福
島
県
建
設
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

（
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

そ
の
他
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

代
表
者
の
氏

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

名

の
氏
名

か
ん
の
宗
長
後
援

菅
家

新

溝
口

滉
一

い
わ
き
市
内
郷
小
島
町
花
輪
令
和
二
年
七

会

一
六
―
一

月
二
二
日

す
ぎ
お
か
誠
後
援

杉
岡

誠

但
野

正
行

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
車
七
令
和
二
年
七

会

〇

月
一
三
日

そ
が
大
道
後
援
会

曽
我

大
道

曽
我

大
道

い
わ
き
市
内
郷
高
野
町
番
所
令
和
二
年
六

七
五

月
二
四
日

平
子
善
一
後
援
会

宮
野

由
美

平
子

善
一

い
わ
き
市
遠
野
町
大
平
字
下
令
和
二
年
六

子

中
根
一
五
六
―
四

月
五
日

高
橋
あ
き
子
後
援

荒
谷

文
雄

吉
田

力

い
わ
き
市
内
郷
小
島
町
花
輪
令
和
二
年
七

会

一
六
―
一

月
二
二
日

日
本
共
産
党
山
田

斎
藤

朝
興

目
黒

剛
夫

福
島
市
南
矢
野
目
字
谷
地
六
令
和
二
年
七

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年８月25日 火曜日 福 島 県 報 第131号465



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

裕
後
援
会

五
―
三

月
九
日

長
谷
川
貴
士
後
援

長
谷
川

貴

伊
藤

誠

い
わ
き
市
勿
来
町
窪
田
万
谷
令
和
二
年
三

会

士

四
二
―
三

月
一
九
日

平
井
た
か
ま
さ
と

平
井

孝
征

平
井

孝
征

い
わ
き
市
平
谷
川
瀬
三
―
二
令
和
二
年
六

災
害
に
強
い
い
わ

〇
―
九

月
九
日

き
を
つ
く
る
会

福
島
県
神
谷
ま
さ

町
野

紳

初
澤

喜
子

福
島
市
蓬
莱
町
二
―
二
―
二
令
和
二
年
七

ゆ
き
後
援
会

月
一
四
日

福
島
県
税
理
士
政

澤
田

尚
志

鈴
木

龍
京

須
賀
川
市
上
北
町
一
〇
五
―
令
和
二
年
七

治
連
盟
須
賀
川
支

一

月
六
日

部松
田
隆
志
後
援
会

小
針

信
行

相
山

保
則

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
米
字
令
和
二
年
四

米
村
五
二

月
一
四
日

渡
部
勇
夫
後
援
会

渡
部

勇
夫

原
田

岩
夫

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
小
川
令
和
二
年
七

字
上
村
二
三
二

月
二
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

一

政
党
の
支
部

内

容

代
表
者
の
氏

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動
年
月
日

名

新

旧

国
民
民
主
党
福
島

橋
本

徹

主
た
る
事

い
わ
き
市
四

い
わ
き
市
平

令
和
二
年
二

県
第
五
区
総
支
部

務
所
の
所

倉
町
上
仁
井

字
三
倉
六
六
―

月
二
七
日

在
地

田
字
横
川
五

四

〇
―
一

自
由
民
主
党
北
会

小
林

作
一

会
計
責
任

多
田

善
信

鈴
木

純
一

令
和
二
年
六

津
支
部

者
の
氏
名

月
九
日

自
由
民
主
党
原
町

太
田

光
秋

会
計
責
任

平
田

武

山
邉

悦
男

令
和
二
年
六

総
支
部

者
の
氏
名

月
八
日

自
由
民
主
党
福
島

長
尾

ト
モ

会
計
責
任

長
尾

ト
モ

羽
根

善
之

令
和
二
年
六

県
郡
山
市
第
八
支

子

者
の
氏
名

子

助

月
一
八
日

部自
由
民
主
党
福
島

樋
口

幸
一

代
表
者
の

樋
口

幸
一

中
村

謙
信

令
和
二
年
六

県
石
油
販
売
支
部

氏
名

月
一
八
日

自
由
民
主
党
矢
吹

納
谷

光
男

会
計
責
任

円
谷

正
尚

納
谷

朝
男

令
和
二
年
六

町
支
部

者
の
氏
名

月
一
八
日

自
由
民
主
党
湯
川

小
野
塚

久

主
た
る
事

河
沼
郡
湯
川

河
沼
郡
湯
川

令
和
二
年
五

村
支
部

義

務
所
の
所

村
桜
町
字
大

村
大
字
熊
ノ

月
一
日

在
地

下
乙
五
一
三

目
字
居
花
一

四
二
一

代
表
者
の

小
野
塚

久

高
橋

重
吉

氏
名

義

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

内

容

代
表
者
の
氏

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動
年
月
日

名

新

旧

石
堂
正
章
後
援
会

石
堂

正
章

会
計
責
任

石
堂

正
章

安
藤

聡
子

令
和
二
年
三

者
の
氏
名

月
二
三
日

伊
藤
ひ
ろ
ゆ
き
後

伊
藤

み
よ

主
た
る
事

い
わ
き
市
遠

い
わ
き
市
内

令
和
二
年
七

援
会

子

務
所
の
所

野
町
上
遠
野

郷
小
島
町
花

月
一
六
日

在
地

字
猫
塚
一
二

輪
一
六
―
一

五
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代
表
者
の

伊
藤

み
よ

菅
原

隆

氏
名

子

会
計
責
任

伊
藤

み
よ

菅
野

宗
長

者
の
氏
名

子

江
花
け
い
じ
後
援

江
花

圭
司

政
治
団
体

江
花
け
い
じ

江
花
圭
司
後

令
和
二
年
四

会

の
名
称

後
援
会

援
会

月
一
日

主
た
る
事

喜
多
方
市
塩

喜
多
方
市
塩

務
所
の
所

川
町
東
栄
町

川
町
会
知
字

在
地

一
―
一
〇
―

横
打
六
五

九

会
計
責
任

野
邉

賢
一

三
浦

英
一

者
の
氏
名

お
お
と
も
康
夫
後

浪
内

静
男

代
表
者
の

浪
内

静
男

鈴
木

克
明

令
和
二
年
四

援
会

氏
名

月
一
四
日

会
計
責
任

小
野

洋
二

阿
部

雄
大

者
の
氏
名

佐
藤
実
後
援
会

柏

利
也

会
計
責
任

柏

利
也

阿
部

包
昭

令
和
元
年
七

者
の
氏
名

月
一
日

長
尾
ト
モ
子
後
援

長
尾

ト
モ

会
計
責
任

長
尾

ト
モ

別
府

一
男

令
和
二
年
六

会

子

者
の
氏
名

子

月
一
八
日

日
本
弁
護
士
政
治

高
橋

金
一

代
表
者
の

高
橋

金
一

菅
野

昭
弘

令
和
二
年
七

連
盟
福
島
県
支
部

氏
名

月
二
〇
日

平
井
た
か
ま
さ
と

平
井

孝
征

政
治
団
体

平
井
た
か
ま

平
井
た
か
ま

令
和
二
年
七

「
い
わ
き
の
Ｉ
Ｔ

の
名
称

さ
と
「
い
わ

さ
と
災
害
に

月
一
日

改
革
」
を
推
進
す

き
の
Ｉ
Ｔ
改

強
い
い
わ
き

る
会

革
」
を
推
進

を
つ
く
る
会

す
る
会

福
島
県
税
理
士
政

澤
田

尚
志

主
た
る
事

須
賀
川
市
上

須
賀
川
市
北

平
成
三
一
年

治
連
盟
須
賀
川
支

務
所
の
所

北
町
一
〇
五
―

上
町
一
四
四

四
月
一
日

部

在
地

一

代
表
者
の

澤
田

尚
志

鈴
木

和
美

氏
名

会
計
責
任

鈴
木

龍
京

新
井

実

者
の
氏
名

福
島
県
税
理
士
政

渡
部

高
幸

主
た
る
事

南
会
津
郡
南

南
会
津
郡
南

令
和
元
年
七

治
連
盟
田
島
支
部

務
所
の
所

会
津
町
田
島

会
津
町
田
島

月
三
日

在
地

字
宮
本
甲
六

字
本
町
甲
三

一
五

八
五
〇
―
一

代
表
者
の

渡
部

高
幸

星

英
司

氏
名

福
島
県
石
油
政
治

樋
口

幸
一

代
表
者
の

樋
口

幸
一

中
村

謙
信

令
和
二
年
六

連
盟

氏
名

月
一
八
日

福
島
県
中
小
企
業

満
田

盛
護

代
表
者
の

満
田

盛
護

高
橋

隆
助

令
和
二
年
六

政
治
連
盟

氏
名

月
九
日

会
計
責
任

金
成

孝
典

熊
本

俊
博

者
の
氏
名

ふ
じ
た
ま
こ
と
後

石
井

久
雄

主
た
る
事

東
白
川
郡
塙

東
白
川
郡
塙

令
和
二
年
七

援
会

務
所
の
所

町
大
字
塙
字

町
大
字
塙
字

月
一
日

在
地

本
町
二
二

本
町
二
七

宮
田
秀
利
後
援
会

宮
田

秀
利

主
た
る
事

東
白
川
郡
塙

東
白
川
郡
塙

令
和
二
年
六

務
所
の
所

町
大
字
塙
字

町
大
字
塙
字

月
二
九
日

在
地

本
町
三

本
町
一
〇
三
―

二

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。
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令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解

散

年

月

日

七
生
社
東
北
本
部
基
心
塾

吉
田

司

令
和
二
年
七
月
二
七
日

福
島
県
税
理
士
政
治
連
盟
須
賀
川
支
部

澤
田

尚
志

令
和
元
年
六
月
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

資
金
管
理
団
体
の

資
金
管
理
団

届
出
を
し
た
者
（
代

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

体
の
名
称

表
者
）
の
氏
名

杉
岡

誠

飯
舘
村
長

す
ぎ
お
か
誠

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
車

令
和
二
年
七

後
援
会

七
〇

月
一
三
日

長
谷
川

貴
士

い
わ
き
市
議

長
谷
川
貴
士

い
わ
き
市
勿
来
町
窪
田
万

令
和
二
年
三

会
議
員

後
援
会

谷
四
二
―
三

月
一
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
平
成
十
六
年
分
か
ら
平
成
三
十
年
分
ま
で
の
各
年
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

令和２年８月25日 火曜日 福 島 県 報 第131号 468



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年８月25日 火曜日 福 島 県 報 第131号469



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年８月25日 火曜日 福 島 県 報 第131号 470

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 500 21,500

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
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令和２年８月25日 火曜日 福 島 県 報 第131号471

[平成16年分：通常・その他の政治団体]

[平成17年分：通常・その他の政治団体]

[平成18年分：通常・その他の政治団体]

[平成19年分：通常・その他の政治団体]

[平成20年分：通常・その他の政治団体]

[平成21年分：通常・その他の政治団体]

[平成22年分：通常・その他の政治団体]

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 62,113 21,000 38,613 ※ 23,500

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2 .7. 3 64,613 21,000 41,113 ※ 23,500

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 67,139 21,500 43,613 ※ 23,500 26

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 69,218 21,000 45,639 ※ 23,500 79

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 70,283 21,000 48,218 ※ 22,000 65

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 70,297 21,000 49,283 ※ 21,000 14

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 70,306 21,000 49,297 ※ 21,000 9

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
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支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,000 21,000

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,600 21,600

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,600 21,600

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,500 21,500

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,600 21,600

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
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[平成23年分：通常・その他の政治団体]

[平成24年分：通常・その他の政治団体]

[平成25年分：通常・その他の政治団体]

[平成26年分：通常・その他の政治団体]

[平成27年分：通常・その他の政治団体]

[平成28年分：通常・その他の政治団体]

[平成29年分：通常・その他の政治団体]

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 69,315 21,000 49,306 ※ 20,000 9

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 68,323 21,000 48,315 ※ 20,000 8

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 67,831 21,000 47,323 ※ 20,500 8

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 67,842 21,600 46,831 ※ 21,000 11

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 67,251 21,600 46,242 ※ 21,000 9

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 67,151 21,500 45,651 ※ 21,500

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 67,651 21,600 45,651 ※ 22,000

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
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支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

142,844 142,844 269,529 269,529

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

21,600 21,600

611,064 611,064 1,000,000 1,611,064

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
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[平成30年分：通常・政党]

[平成30年分：通常・資金管理団体]

[平成30年分：通常・その他の政治団体]

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

自 由 民 主 党
矢 吹 町 支 部 1. 5.16 795,144 412,373 199,744 295,400 106 ※ 300,000

政治団体の名称

届 出 者

(公職の種類)

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

広瀬英一後援会
(泉崎村議会議員) 2. 3.31

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 68,551 21,600 46,051 ※ 22,500

三村ひろたか
連 合 後 援 会 31. 1.28 1,611,064 1,611,064 ※ 611,064 ※ 1,000,000 1,611,064

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)



平 成 16年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 23 , 5 0 0
賀 川 支 部

平 成 17年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 23 , 5 0 0
賀 川 支 部

平 成 18年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 23 , 5 0 0
賀 川 支 部

平 成 19年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 23 , 5 0 0
賀 川 支 部

平 成 20年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 22 , 0 0 0
賀 川 支 部

平 成 21年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 21 , 0 0 0

───────────────────────────────────────────────────────────
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賀 川 支 部

平 成 22年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 21 , 0 0 0
賀 川 支 部

平 成 23年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 20 , 0 0 0
賀 川 支 部

平 成 24年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 20 , 0 0 0
賀 川 支 部

平 成 25年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 20 , 5 0 0
賀 川 支 部

平 成 26年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 21 , 0 0 0
賀 川 支 部

平 成 27年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称
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福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 21 , 0 0 0
賀 川 支 部

平 成 28年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 21 , 5 0 0
賀 川 支 部

平 成 29年 分
そ の 他 の 政 治 団 体
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 22 , 0 0 0
賀 川 支 部

平 成 30年 分
１ 政 党
本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

自 由 民 主 党 矢 吹 町 支 部 自 由 民 主 党 福 島 県 第 三 選 挙 区 支 100 , 0 0 0
部

自 由 民 主 党 福 島 県 支 部 連 合 会 200 , 0 0 0

２ そ の 他 の 政 治 団 体
⑴ 寄 附 の 内 訳 （ 同 一 の も の か ら 年 間 ５ 万 円 を 超 え る 寄 附 が あ っ た も の ）

寄 附 者 の 寄 附 者 の 寄 附 金 額
政 治 団 体 の 名 称 住 所 ・ 所 在 地

区 分 氏 名 ・ 名 称 （ 円 ）

三 村 ひ ろ た か 連 合 後 個 人 三 村 博 隆 611 , 0 6 4 西 白 河 郡 矢 吹 町

援 会 政 治 団 体 国 民 民 主 党 福 島 県 総 1 , 0 0 0 , 0 0 0 福 島 市
支 部 連 合 会

⑵ 本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳

交 付 金 を 供 与 し た 本 部
政 治 団 体 の 名 称 金 額 （ 円 ）

又 は 支 部 の 名 称

福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 須 福 島 県 税 理 士 政 治 連 盟 22 , 5 0 0
賀 川 支 部
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支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

うち､
交付金
支 出人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

� �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)



【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡
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[令和元年分：解散・その他の政治団体]

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額 収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

収入総額 支出総額
前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計� うち､

あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附� 合 計�＋�

福島県税理士
政 治 連 盟
須 賀 川 支 部

2. 7. 3 46,951 46,951

� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �
(円) (円) (円) (円) (人) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)


